
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

（
参

議

院
）

政
府
及
び
関
係
者
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
特
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
放
射
性
同
位
元
素
等
は
社
会
で
幅
広
く
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
放
射
線
業
務
従
事
者
及
び
一
般
公
衆
の
放

射
線
障
害
防
止
に
は
万
全
を
期
す
る
こ
と
。

二
、
医
療
分
野
に
お
け
る
放
射
性
同
位
元
素
等
に
係
る
二
重
規
制
に
つ
い
て
は
、
関
係
府
省
は
相
互
に
連
携
を
取
り
つ
つ
、
過

剰
照
射
対
策
な
ど
安
全
の
確
保
を
大
前
提
に
、
そ
の
改
善
に
取
り
組
む
こ
と
。

三
、
放
射
性
同
位
元
素
に
係
る
国
際
標
準
値
の
導
入
に
伴
い
、
こ
れ
ま
で
規
制
対
象
外
で
あ
っ
た
機
器
等
が
新
た
に
規
制
対
象

と
な
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
事
業
者
等
が
本
法
の
内
容
を
適
確
に
理
解
で
き
る
よ
う
、
分
か
り
や
す
い
形
で
広
く
周
知
す
る

こ
と
。

四
、
放
射
性
同
位
元
素
及
び
放
射
性
同
位
元
素
装
備
機
器
等
に
係
る
事
故
、
回
収
等
に
関
す
る
事
業
者
の
国
へ
の
報
告
及
び
記

録
の
作
成
・
保
存
に
つ
い
て
は
、
遺
漏
の
な
い
よ
う
万
全
を
期
す
る
と
と
も
に
、
報
告
さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
、
国
は
安
全

上
の
影
響
度
等
を
公
平
・
適
切
に
評
価
し
、
安
全
確
保
の
観
点
か
ら
そ
の
周
知
に
努
め
る
こ
と
。



五
、
登
録
認
証
機
関
等
に
対
し
て
は
、
業
務
の
実
施
状
況
及
び
財
務
の
状
況
に
つ
い
て
定
期
的
に
総
点
検
を
行
う
な
ど
、
適
正

な
業
務
実
施
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
万
全
の
措
置
を
と
る
こ
と
。

六
、
最
終
処
分
事
業
に
つ
い
て
は
、
高
い
公
益
性
を
有
し
か
つ
埋
設
施
設
の
管
理
等
が
長
期
的
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
か
ん
が

み
、
同
事
業
が
将
来
に
わ
た
り
安
全
か
つ
確
実
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
事
業
の
許
可
や
事
業
開
始
後
の
安
全
確
認
に
は
万
全

を
期
す
る
と
と
も
に
、
情
報
提
供
を
積
極
的
に
行
う
な
ど
、
立
地
地
域
と
の
信
頼
関
係
の
確
立
に
努
め
る
こ
と
。

七
、
今
後
の
廃
棄
物
処
理
処
分
技
術
の
更
な
る
向
上
の
た
め
に
、
処
理
処
分
方
法
に
関
す
る
研
究
開
発
を
積
極
的
に
進
め
る
こ

と
。



放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

（
衆

議

院
）

政
府
及
び
関
係
者
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
特
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
放
射
性
同
位
元
素
等
は
社
会
で
幅
広
く
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
放
射
線
業
務
従
事
者
及
び
一
般
公
衆
の
放

射
線
障
害
防
止
に
は
万
全
を
期
す
る
こ
と
。

二
、
放
射
線
業
務
従
事
者
及
び
一
般
公
衆
の
安
全
確
保
を
大
前
提
に
、
関
係
府
省
は
連
携
し
て
、
実
効
性
が
高
く
か
つ
効
果
的

な
規
制
の
実
施
に
努
め
る
こ
と
。

三
、
医
療
分
野
に
お
け
る
放
射
性
同
位
元
素
等
に
係
る
規
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
関
係
府
省
は
相
互
に
連
携
を
取
り
つ
つ

、
安
全
の
確
保
を
大
前
提
に
、
そ
の
改
善
に
取
り
組
む
こ
と
。

四
、
放
射
性
同
位
元
素
に
係
る
国
際
免
除
レ
ベ
ル
の
導
入
に
伴
い
、
こ
れ
ま
で
規
制
対
象
外
で
あ
っ
た
機
器
等
が
新
た
に
規
制

対
象
と
な
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
事
業
者
等
が
本
法
の
内
容
を
適
確
に
理
解
で
き
る
よ
う
、
分
か
り
や
す
い
形
で
広
く
周
知

す
る
こ
と
。

五
、
安
全
性
の
さ
ら
な
る
向
上
に
向
け
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
関
す
る
事
故
の
報
告
及
び
記
録
の
作
成
等
の
安
全
規
制
を
適



確
に
運
用
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
収
集
し
た
情
報
を
公
平
・
適
切
に
評
価
し
、
安
全
確
保
の
観
点
か
ら
そ
の
周
知
に
努

め
る
こ
と
。

六
、
登
録
認
証
機
関
等
に
対
し
て
は
、
業
務
の
実
施
状
況
及
び
財
務
の
状
況
に
つ
い
て
定
期
的
に
総
点
検
を
行
う
な
ど
、
適
正

な
業
務
実
施
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
万
全
の
措
置
を
と
る
こ
と
。

七
、
埋
設
処
分
に
関
す
る
規
定
の
整
備
等
の
改
正
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
国
民
の
十
分
な
理
解
を
得
ら
れ
る
よ
う
情
報

提
供
を
行
う
他
、
放
射
線
や
そ
の
利
用
に
関
す
る
基
礎
的
知
識
に
つ
い
て
も
引
き
続
き
積
極
的
な
普
及
活
動
を
行
う
こ
と
。


